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○
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す

る
事
務
を
委
任
し
た
件

平

成

十

四

年

七

月

十

日

経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
。

以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

予
算
科
目
に
係
る
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
し
た
の
で
、
施
行
令
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

委
任
し
た
機
関
名

委
任
し
た
予
算
科
目
名

委
任
し
た
事
務
の
内
容

経
済
産
業
局
長
及
び
内
閣
府

中
小
企
業
組
合
等
共
同
施
設
等
災
害
復
旧

一

法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
の

沖
縄
総
合
事
務
局
長

費
補
助
金

受
理

二

法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
金

中
小
企
業
情
報
処
理
・
サ
ー
ビ
ス
・
製
造

等
の
交
付
の
決
定

産
業
振
興
事
業
費
補
助
金
（
伝
統
的
工
芸

三

法
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

品
産
業
支
援
に
限
る
。）

く
補
助
金
等
の
交
付
の
条
件
の
付
加

四

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等

中
小
企
業
政
策
推
進
事
業
費
補
助
金
（
成

に
要
す
る
経
費
の
配
分
の
変
更
の
承
認

長
型
中
小
企
業
等
研
究
開
発
支
援
事
業
、

五

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等

海
外
展
開
の
た
め
の
支
援
事
業
者
活
用
促

の
内
容
の
変
更
の
承
認

進
事
業
、
商
店
街
等
機
能
活
性
化
事
業
、

六

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等

経
営
支
援
対
策
事
業
及
び
地
方
公
共
団
体

の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認

小
規
模
事
業
者
支
援
推
進
事
業
費
に
限

七

法
第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等

る
。）

が
予
定
の
期
間
内
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
補
助
事
業
等
の

遂
行
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
報
告
の
受
理
及
び
指

石
油
貯
蔵
施
設
立
地
対
策
等
交
付
金

示
八

法
第
八
条
（
法
第
十
条
第
四
項
及
び
第
十
七
条
第
四
項
に

中
小
企
業
等
知
的
財
産
活
動
支
援
事
業
費

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
く
通
知

補
助
金
（
中
小
企
業
等
海
外
展
開
支
援
事

九

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
金
等
の
交
付
の

業
費
補
助
金
（
海
外
出
願
支
援
事
業
に
限

申
請
の
取
下
げ
の
受
理

る
。）
及
び
中
小
企
業
知
的
財
産
支
援
事
業

十

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
金
等
の
交
付
の

費
補
助
金
に
限
る
。）

決
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
取
消
又
は
決
定
の
内
容
若
し

く
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
の
変
更
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経
済
産
業
局
長
、
中
部
経
済

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
促
進
対
策
費

十
一

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
金
等
の
交
付

産
業
局
電
力
・
ガ
ス
事
業
北

補
助
金
（
地
熱
発
電
の
資
源
量
調
査
・
理

十
二

法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等
の
遂
行
の

陸
支
局
長
（
第
十
一
号
及
び

解
促
進
事
業
費
補
助
金
（
理
解
促
進
事
業

状
況
に
関
す
る
報
告
の
受
理

第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
に

に
係
る
も
の
）
に
限
る
。）

十
三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等
の

つ
い
て
は
、
中
部
経
済
産
業

遂
行
の
命
令

局
長
）
及
び
内
閣
府
沖
縄
総

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金

十
四

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等
の

合
事
務
局
長

遂
行
の
一
時
停
止
命
令

電
源
立
地
等
推
進
対
策
交
付
金
（
広
報
・

十
五

法
第
十
四
条
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

調
査
等
及
び
交
付
金
事
務
等
に
限
る
。
た

る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等
実
績
報
告

だ
し
、
広
報
・
調
査
等
の
交
付
の
対
象
で

書
の
受
理

あ
る
一
の
都
道
府
県
の
区
域
が
、
二
以
上

十
六

法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
金
等
の
額
の
確
定

の
経
済
産
業
局
及
び
中
部
経
済
産
業
局
電

及
び
通
知

力
・
ガ
ス
事
業
北
陸
支
局
の
管
轄
区
域
に

十
七

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
助
事
業
等
の

ま
た
が
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

是
正
措
置
命
令

で
な
い
。）

十
八

法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
補

助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
の
取
消

経
済
産
業
局
長
及
び
中
部
経

エ
ネ
ル
ギ
ー
構
造
高
度
化
・
転
換
理
解
促

十
九

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
補

済
産
業
局
電
力
・
ガ
ス
事
業

進
事
業
費
補
助
金

助
金
等
の
返
還
命
令

北
陸
支
局
長
（
第
十
一
号
及

二
十

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
返
還
を
命
じ

び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

た
補
助
金
等
又
は
こ
れ
に
係
る
加
算
金
若
し
く
は
延
滞
金
の

に
つ
い
て
は
、
中
部
経
済
産

徴
収

業
局
長
）

二
十
一

法
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
理
由
の
提
示

二
十
二

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
財
産
の
処
分
の
承

産
業
保
安
監
督
部
長
（
第
十

休
廃
止
鉱
山
鉱
害
防
止
等
工
事
費
補
助
金

認

一
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ

二
十
三

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査

る
事
務
に
つ
い
て
は
、
経
済

休
廃
止
鉱
山
の
鉱
害
防
止
に
係
る
エ
ネ
ル

等

産
業
局
長
）
、
産
業
保
安
監

ギ
ー
使
用
合
理
化
事
業
費
補
助
金

二
十
四

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
不
服
の
申

督
部
支
部
長
（
第
十
一
号
及

出
の
受
理

び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

廃
止
石
油
坑
井
封
鎖
事
業
費
補
助
金

二
十
五

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
に
係

に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
局

る
必
要
な
措
置
及
び
通
知

長
）
及
び
那
覇
産
業
保
安
監

督
事
務
所
長
（
第
十
一
号
及

び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

に
つ
い
て
は
除
く
。）

東
北
経
済
産
業
局
長

電
源
立
地
等
推
進
対
策
補
助
金
（
原
子
力

発
電
施
設
等
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
大
規

模
開
発
地
区
へ
の
企
業
立
地
促
進
事
業
費

に
限
る
。）
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福
島
特
定
原
子
力
施
設
地
域
振
興
交
付
金

中
小
企
業
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

中
小
企
業
政
策
推
進
事
業
費
補
助
金
（
な

り
わ
い
再
建
支
援
事
業
費
に
限
る
。）

関
東
経
済
産
業
局
長
、
中
部

中
小
企
業
特
定
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助

経
済
産
業
局
長
、
近
畿
経
済

金

産
業
局
長
及
び
九
州
経
済
産

業
局
長附

則
（
令
和
六
年
四
月
十
六
日

経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
一
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
予
算
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
か
ら
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
令
和
五
年
度
以
前
の
予
算
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


